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労働衛生の取組

令和 5年 2月 6日

兵 庫 労 働 局

（兵庫第13次労働災害防止推進５か年計画）
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兵庫第13次労働災害防止推進５か年計画（労働衛生関係）

１ 過労死等の防止等の労働者の健康確保
対策

（１）労働者の健康確保の強化
① 産業医・産業保健機能の強化
② 過重労働による健康障害防止対策

（２）職場におけるメタルヘルス対策等
① メンタルヘルス不調の予防
② パワーハラスメント対策の推進

２ 就業構造の変化及び働き方の多様化に
対応した対策

（１）災害の件数が増加傾向にある又は減
少が見られない業種等への対策
① 腰痛予防対策
② 熱中症予防対策

計画の重点事項等

３ 疾病を抱える労働者の健康確保対策の
推進

（１）疾病を抱える労働者の治療と仕事
の両立をめぐる状況と対策

４ 化学物質等による健康障害防止対策の
推進

（１）化学物質による健康障害防止対策
（２）石綿による健康障害防止対策
（３）受動喫煙防止対策
（４）粉じん障害防止対策

（参考）
職場における感染防止対策等の推進
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１ 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策

働き方改革関連法のうち、労働安全衛生法の改正
により、過重労働による脳・心臓疾患等の健康障害
を防止し、健康リスクが高い状況にある労働者を見
逃さないため、「産業医・産業保健機能」と「長時
間労働者に対する医師の面接指導等」が強化されて
いることから、各種集団指導、監督指導等、認定産
業医研修の場を活用するなど、あらゆる機会を捉え、
パンフレット等を活用し周知を図っています。

労働者の健康確保の強化

健康診断結果における有所見者に係る医師の意見
聴取及び就業上の措置について、９月の「職場の健
康診断実施強化月間」において重点的な周知・指導
を行うとともに、兵庫県下の自治体に対して、ホー
ムページや広報誌への掲載依頼を行っています。
さらに、「職場の健康診断実施強化月間」のリー

フレットを作成し、兵庫産業保健総合支援センター
を通じ、地域窓口（地域産業保健センター）に配布
の上、関係事業場への周知依頼を行っています。
また、小規模事業場に対しては、兵庫産業保健総

合支援センター及び地域窓口（地域産業保健セン
ター）における各種支援事業の利用勧奨を行ってい
ます。

3



１ 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策

ストレスチェック
の実施、その結果に
基づく集団分析及び
職場環境改善の取組
についても、あらゆ
る機会を捉え周知し
ています。
また、集団分析結

果に基づく職場環境
の改善など、兵庫産
業保健総合支援セン
ター支援事業の利用
勧奨を行っています。

支援事業 実施回数

個別訪問支援 143回

管理監督者教育 27回
（576人）

若年労働者向け教育 66回
（869人）

兵庫産業保健総合支援センター
のメンタルヘルス対策支援事業
（令和４年４月～12月末）

職場におけるメンタルヘルス対策

「過労死等ゼロ緊急対策」を踏まえ、精神障害に関する
労災支給決定が行われた事業場に対する必要な指導や事業
場外資源によるケアとして、専門ポータルサイト「こころ
の耳」を紹介するとともに、リーフレット等を配布するこ
とにより事業場の取組を支援しています。
また、兵庫産業保健総合支援センターと連携し、「労働

者の心の健康の保持増進のための指針」の周知など、メン
タルヘルス対策の取組を推進しています。
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２ 就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策

◇腰痛予防対策
腰痛災害は、業務上疾病の５割強

を占めており、特に、腰痛災害が多
く発生している社会福祉施設、小売
業、運輸交通業に対し、集団指導、
個別指導など、あらゆる機会を捉
え、リーフレットを配布し「職場に
おける腰痛予防対策指針」の周知を
図っています。

災害の件数が増加傾向にある又は減少が見られない業種等への対策
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◇熱中症予防対策
熱中症予防対策の取組については、４月を準備期間、７月

を重点取組期間、５月から９月をキャンペーン期間として、
「STOP︕熱中症クールワークキャンペーン」を展開し、広
報や熱中症予防セミナーを開催するなど、周知啓発を行って
います。
本年度の熱中症予防セミナーについては、報道機関の取材

を受け、テレビ局（NHK、サンテレビ）でセミナーの模様が
放映されています。
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熱中症発生状況（兵庫）
死亡者数（右目盛）

死傷者数（左目盛）

（注）（ ）内は新型コロナ罹患者数（外数） （注）令和４年は速報値（令和５年１月13日現在）

※ グラフは労働者死傷病報告（休業４日以上）により作成

12次防︓休業86人、死亡4人

13次防︓休業154人、死亡6人
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３ 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進

◇アクションプラン キック・オフ︕ 会議
本年度は、新たな計画に基づくキック・オフ会議を開催し、推進チーム内にワーキ

ンググループとして、好事例集作成部会、イベント・セミナー作業部会、相談支援機
関分科会を設置し、今後、事例集の作成、イベント・セミナーの開催、各相談支援機
関との連携スキームを確立し、地域における両立支援の促進を図ることとしています。

◇アクションプラン︕（５か年計画）
推進チームの活動をより積極的に展開させるため、設置期

間を令和８年度まで延長し、さらなる取組の推進と治療と仕
事の両立支援の実現に向け、令和４年度を初年度とするアク
ションプラン︕（５か年計画）を策定しました。
◇アクションプラン取組のポイント
・５か年計画の進捗及び評価
・専門分科会の設置と運営
・構成員間の情報共有と連携スキームの確立

◇兵庫県地域両立支援推進チーム
兵庫労働局では、病気を抱える労働者が治療をしながら仕事ができる環境を整備するため、平成29年

度に県内の地方自治体、医療機関、関係団体等を構成員とする「兵庫県地域両立支援推進チーム」を設置
し、多方面から関係者のサポートを行っています。

＜両立支援のトライアングルサポート体制＞

イメージキャラクター“ちりょうさ”

疾病を抱える労働者の治療と仕事の両立をめぐる状況と対策
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４ 化学物質等による健康障害防止対策の推進

化学物質に関するラベル表示、安全データシー
ト（ＳＤＳ）交付の徹底や化学物質に係るリスク
アセスメントの実施等を推進するとともに、労働
安全衛生規則等の改正による「新たな化学物質規
制」について周知を図っています。
また、有効な呼吸用保護具の適正使用の徹底を

図るため、昨年度の改正特定化学物質障害予防規
則説明会に続き、本年度は「フィットテスト」に
係る実演及び「新たな化学物質規制」に関する説
明会を３会場で開催しています。

化学物質による健康障害防止対策

改正石綿障害予防規則に基づき、本年４月に施
行された「事前調査結果の報告」について、建築
物等の解体・改修工事業者等に対し、改正石綿則
の周知と履行確保を図るため、建設許可業者及び
解体業の登録業者約20,000事業場に対して、周
知を目的とした自主点検を実施しています。
また、今後は、建設業店社における指導に重点

を置き、計画的に監督指導等を実施することに
よって、効果的な石綿則の遵守徹底を図ることと
しています。

石綿による健康障害防止対策
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４ 化学物質等による健康障害防止対策の推進

粉じん障害防止対策として、「兵庫労働局第９次粉じ
ん障害防止総合対策５か年計画」を策定し、９月を「粉
じん障害防止総合対策推進強化月間」と定め、「粉じん
対策の日」の設定、「保護具着用管理責任者」の選任、
呼吸用保護具の着用の徹底など、より一層の徹底を図っ
ています。

粉じん障害防止対策

◇実施事項
１ 集団指導、個別指導及び監督指導の実施による粉じ
ん則、じん肺法の履行確保

２ 計画届出の徹底、適正な審査及び実地調査の実施
３ 電動ファン付き呼吸用保護具の活用周知
４ 労働災害防止団体、事業者団体等に対し、傘下事業
場に対する粉じん則、じん肺法、「粉じん障害を防止
するため事業者が重点的に講ずべき措置」及び健康管
理手帳制度の周知依頼

５ 全国労働衛生週間準備期間の９月を「粉じん障害防
止総合対策推進強化月間」とし、当該月間中における
各種行事の開催を要請及び啓発活動の実施

６ 「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガ
イドライン」の周知

７ 兵庫産業保健総合支援進センター又はその各地域窓
口（地域産業保健センター）の支援事業の活用勧奨
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（参考）職場における感染防止対策等の推進

新型コロナウイルス感染防止対策

◇感染拡大防止対策相談コーナー
令和３年２月15日から、兵庫労働局労働基

準部健康課に「新型コロナウイルス感染拡大
防止対策相談コーナー」を設置し、リーフ
レット「職場における新型コロナウイルス感
染症対策実施のための取組の５つのポイン
ト」や「職場における新型コロナウイルス感
染症の拡大を防止するためのチェックリス
ト」を活用して、感染防止のための基本的対
策など、職場における感染防止対策の取組を
推進しています。

監督署への窓口来庁者（各種届出、報告受
理時など）、各種集団指導、監督指導等の実
施、地区労働基準協会や労働災害防止団体等
の会議等に出席したときなど、あらゆる機会
を捉え、感染拡大防止の取組状況を確認し
「職場における新型コロナウイルス感染症対
策実施のための取組の５つのポイント」等を
用いて、必要な指導を実施しています。
また、令和３年２月15日から令和５年１

月６日までの取組実績の累計は55,000回を
超えています。

取組内容 実施回数

団体への要請 23団体

多店舗展開企
業への要請 65企業

各種報告・届
出の受理時に
おける対応

51,138回

事業場への訪
問等における
対応

4,579回

＜取組の５つのポイント＞ ＜取組実績の累計＞

「新型コロ
ナウイルス
感染拡大防
止対策相談
コーナー」
で着用して
いる職員用
の腕章
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（注）　聴力①は1000Hz、聴力②は4000Hz、聴力③はその他の聴力検査を示す。

令和３年　各種健康診断実施状況の概要

特殊健康診断受診者数・有所見者数・有所見率

定期健康診断受診者数・有所見者数・有所見率の推移

兵庫労働局労働基準部　健康課
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労働安全衛生法に基づく
歯科医師による健康診断を実施しましょう

―労働安全衛生規則の一部改正―

事業者は、労働安全衛生法第66条第３項に基づき、歯等に有
害な業務に従事する労働者に対して、歯科医師による健康診
断を実施し、労働者の人数にかかわらず、その結果を所轄労
働基準監督署長へ報告しなければなりません。（下線部︓改正事項）

※ 例）メッキ工場、バッテリー製造工場等における上記の業務

 対象となる労働者
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はそ

の支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所にお
ける業務（対象業務※）に常時従事する労働者 （安衛法施行令第22条第
3項、安衛則第48条）

兵庫労働局・各労働基準監督署

 実施時期
対象業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、対象業

務への配置替えの際、対象業務についた後６ヶ月以内ごとに１回
（安衛則第48条）

歯科医師による健康診断実施後に事業者が取組むこと
1. 健康診断結果の記録

健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければなりません。（安衛法第66条の3）

2. 健康診断の結果についての歯科医師からの意見聴取
健康診断の結果、所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な
措置について、歯科医師の意見を聞かなければなりません。（安衛法第66条の4）

3. 健康診断実施後の措置
上記2による歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時
間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。（安衛法第66条の5）

4. 健康診断の結果の労働者への通知
健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。（安衛法第66条の6）

5. 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
対象業務に従事する労働者に対して、歯科健康診断（定期のものに限る。）を行った
事業者は、遅滞なく、安衛則様式第６号の２（有害な業務に係る歯科健康診断結果報
告書・裏面参照）により健康診断の結果を、所轄労働基準監督署長に提出しなければ
なりません。（安衛法100条）

 施行期日 令和４年10月１日
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新様式

労働者数50人未満の事業場は
記入不要です。

健康診断を実施した機関が２
以上の場合は、各々について
記入してください。

塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、
フッ化水素、黄りんその他歯
又はその支持組織に有害な物
のガス、蒸気又は粉じんとし
て発散されているものを記入
してください。

当該物質が発散されている場
所における具体的な業務内容
を記入してください。

健診年月日現在の常時使
用する労働者数を記入し
てください。

健診年月日現在の労働者
数を記入してください。

10月１日以降の歯科健康診断の報告は、新
様式により報告してください。
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製造 建設 運輸 商業 教育 保健

56.9%

66.6% 65.0%
59.5%

56.5%
53.1%

有所見率

職場の健康診断実施強化月間︕

厚生労働省においては、毎年9
月を「職場の健康診断実施強化
月間」とし、集中的・重点的な
啓発を行っています。月間中は、
労働安全衛生法に基づく一般定
期健康診断の実施、その結果に
ついての医師の意見聴取、その
意見を踏まえた就業上の措置の
実施の徹底を事業者の皆さまに
改めてお願いしています。
事業者の皆さまには、自身の事
業場における健康診断の実施状
況等を改めてご確認いただき、
適切な実施をお願いいたします。

兵庫労働局 健康課

兵庫労働局・各労働基準監督署

52.3%
53.2%

54.3%
56.0%

57.3%
57.6%

28年 29年 30年 01年 02年 03年

有所見率

１ 健康診断及び事後措置等の実施の徹底
２ 健康診断結果の記録の保存の徹底
３ 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師
による保健指導の実施

４ 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健
康診断の実施に係る対応

５ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。）に基
づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携

６ 定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の医療保
険者への提供等

７ 健康保険法に基づく保健事業との連携
８ 小規模事業場における産業保健総合支援センター地域窓口の活用

定期健診有所見率の推移
（兵庫）

◆ 重点事項

令和３年業種別有所見率

実施期間 令和４年９月１日～令和４年９月30日

＜事業者の皆さまへ＞

有所見率は増加傾向

建設、運輸業は６割超
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◆ 健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項
1 健康診断の結果の記録

個人票を作成し、５年間保存しなければなりません。（安衛法第66条の３）
2 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取

健康診断の結果、所見のある労働者については、労働者の健康を保持するために必要
な 措置について、医師の意見を聞かなければなりません。（安衛法第66条の4）

3 健康診断実施後の措置
上記2による医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、作業の転換、労働時
間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。（安衛法第66条の5）

4 健康診断の結果の労働者への通知
健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。（安衛法第66条の6）

5 健康診断の結果に基づく保健指導等
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し医師又は
保健師による保健指導を行うように努めなければなりません。（安衛法第66条の７）

6 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
対象業務に従事する労働者に対して、健康診断（定期のものに限る。）を行った事業
者は、遅滞なく、健康診断の結果を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりま
せん。（安衛法第100条）

令和４年度全国労働衛生週間スローガン
「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」

健康診断の種類 対 象 実施時期 該当法令

一般

雇入時の健康診断 常時使用する労働者 雇入れの際 安衛則第43条
定期健康診断 常時使用する労働者 １年以内ごと 安衛則第44条
定期健康診断（特定業務） 深夜業等、特定業務従事者 ６月以内ごと 安衛則第45条
歯科医師による健康診断 塩酸、硝酸、硫酸等 ６月以内ごと 安衛則第48条

特殊

有機溶剤等健康診断 有機溶剤業務 ６月以内ごと 有機則第29条
鉛健康診断 鉛業務 ６月以内ごと 鉛則第53条
四アルキル鉛健康診断 四アルキル鉛等業務 ３月以内ごと 四アルキル鉛則第22条
特定化学物質等健康診断 特定化学物質取扱業務 ６月以内ごと 特化則第39条
高気圧業務健康診断 高圧室内業務又は潜水業務 ６月以内ごと 高圧則第38条
電離放射線健康診断 放射線業務（管理区域内） ６月以内ごと 電離則第56条
除染等電離放射線健康診断 除染等業務 ６月以内ごと 除染則第20条
石綿健康診断 石綿取扱業務 ６月以内ごと 石綿則第40条

対 象 管理区分 実施時期 該当法令

常時粉じん作業に従事
管理１ ３年以内ごと

じん肺法
第３条
第７～10条

管理２、３ １年以内ごと

常時粉じん作業に従事したことがあり、
現に非粉じん作業に従事

管理２ ３年以内ごと
管理３ １年以内ごと

◆ 一般／特殊健康診断

◆ じん肺健康診断
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職場における心の健康づくり︕
ーメンタルヘルス対策ー

近年、経済・産業構造が変化する中で、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、
ストレスを感じている労働者の割合が高くなっています。
また、業務による心理的負荷を原因として、精神障害を発症し、あるいは自殺し

たとして労災認定が行われる事案が近年増加し、社会的にも関心を集めています。
厚生労働省は、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」（メンタルヘルス

指針）を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進しています。

メンタルヘルスケアの基本的考え方
事業者が講ずる労働者の心の健康の保持増進のための措置（以下「メンタルヘルス

ケア」といいます。）が適切かつ有効に実施されるよう、事業場において、①事業者
自らがメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明、②衛生委員会等での調査
審議、③心の健康づくり計画の策定、④ストレスチェック制度の実施方法に関する規
定を作成するなど、メンタルヘルスケアが円滑に行われるようにしましょう。
◆メンタルヘルス不調を未然に防止する・・・・・・・・・・・・・・・一次予防
◆メンタルヘルス不調を早期に発見し適切な措置を行う・・・・・・・・二次予防
◆メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰の支援を行う・・・・・三次予防

心の健康づくり計画

◆心の健康づくり計画に盛り込む事項
① 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
② 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
③ 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
④ メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用
に関すること

⑤ 労働者の健康情報の保護に関すること
⑥ 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
⑦ その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

４つのメンタルヘルスケアの推進

・各労働基準監督署

メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業
保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の「４つのケア」を効
果的に推進し、職場環境の改善、不調者への対応・支援を円滑に行うことが重要です。

●ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解
●ストレスチェック等を活用したストレスへの気付き ●ストレスへの対処

セルフケア

●職場環境等の把握と改善 ●労働者からの相談対応 ●職場復帰における支援
ラインによるケア

メンタルヘルスケアは中期的視点に立って、継続的かつ計画的に行うことが重要です。

１

２

３
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●メンタルヘルスケアの実施に関する企画立案 ●個人の健康情報の取扱い
●事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口 ●職場復帰における支援

事業場内産業保健スタッフ等※によるケア

※ ○産業医 ○衛生管理者 ○保健師 ○心の健康づくり専門スタッフ
○人事労務管理スタッフ ○事業場内メンタルヘルス推進担当者

●情報提供や助言を受けるなど、サービスの活用 ●ネットワークの形成
●職場復帰における支援

事業場外資源によるケア

メンタルヘルスケアの具体的進め方
４つのケアが適切に実施されるよう、事業場内の関係者が相互に連携し、以下の取

組を積極的に推進することが効果的です。

セルフケア ラインによるケア 事業場内産業保健
スタッフ等によるケア 事業場外資源によるケア

心の健康づくり計画策定 衛生委員会における調査審議

（労働者による） （管理監督者による） （産業医、衛生管理者等による） （事業場外の機関、専門家による）

（１）メンタルヘルスケアの教育研修・情報提供（管理監督者を含む全ての労働者が対応）

（２）職場環境等の把握と改善（メンタルヘルス不調の未然防止）

（３）メンタルヘルス不調への気付きと対応（メンタルヘルス不調の早期発見と対応）

（４）職場復帰における支援

ストレスチェック制度
労働者にストレスへの気付きを促

すとともに、ストレスの原因となる
職場環境の改善につなげることで、
労働者のメンタルヘルス不調の未然
防止（一次予防）を図ることを目的
としています。
高ストレス者として判定され、面

接指導を受ける必要があるとされた
労働者から申出があった場合、医師
による面接指導を実施します。
ストレスチェックの結果の集団ご

との集計・分析及びその結果を踏ま
えた職場環境改善は、一次予防推進
のための重要な対策です。

ストレスチェックを受検

ストレスチェック制度の概要

高ストレス者 結果の通知 集団分析

面接指導

事後措置
セルフケア 職場環境改善

義務
個人へのアプローチ

努力義務
集団へのアプローチ

４

５

こちらも
ご覧ください

厚生労働省ホームページ
①メンタルヘルス関係
②ストレスチェック関係

① ②
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兵庫労働局労働基準部　健康課
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病原体 その他

負傷

64%
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11%
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（ ）内は新型コロナ罹患者数（外数）
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（ ）内は新型コロナ罹患者数（外数）

平24～令３ 平24～令３
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（備考）
１　「物理的因子による疾病」は、有害光線、電離放射線、異常気圧下、異常温度条件、騒音による耳
　の疾患等を含む。
２　「作業態様に起因する疾病」は、重激業務による運動器疾患と内臓脱、負傷によらない業務上の
　腰痛、振動障害、手指前腕の障害及び頸肩腕症候群等を含む。
３　「その他」は、がん（電離放射線、化学物質等）、過重な業務による脳血管疾患・心臓疾患等、強い
　心理的負荷を伴う業務による精神障害等を含む。
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熱 中 症 災 害 統 計  

 

※休業４日以上の死傷者数 
※（ ）内の数値は死亡者数であり、死傷者数の内数である。 

 

 

 

１ 職場における熱中症による死傷者数の推移(全国)（平成２４年 ～ 令和３年）     (人) 

 
 平成 

２４年 
平成 

２５年 
平成 

２６年 
平成 

２７年 
平成 

２８年 
平成 

２９年 
平成 

３０年 
平成 

３１年 
令和 

２年 
令和 

３年 

全産業 

(死亡者数) 
４４０ 

(２１) 

５３０ 

(３０) 

４２３ 

(１２) 

４６４ 

(２９) 

４６２ 

(１２) 

５４４ 

(１４) 

1,178 

(２８) 

８２９ 

(２５) 

９５９ 

(２２) 

５４７ 

(２０) 

 製造業 ８７ 

(４) 

９６ 

(７) 

８４ 

(１) 
８５ ９７ １１４ １１４ 

１８４ 

(４) 

１９９ 

(６) 

８５ 

(２) 

建設業 １４３ 

(１１) 

１５１ 

(９) 

１４４ 

(６) 

１１３ 

(１１) 

１１３ 

(７) 

１４１ 

(８) 

２３９ 

(１０) 

１５３ 

(１０) 

２１５ 

(７) 

１２８ 

(１１) 

警備業 ２７

(２) 

５３ 

(２) 
２０ 

４０ 

(７) 
２９ 

３７ 

(２) 

１１０ 

(３) 

７３ 

(４) 

８２ 

(１) 

６５ 

(１) 

 
 
 
 
２ 職場における熱中症による死傷者数の推移(兵庫県)（平成２５年 ～ 令和４年）     (人) 

 

 平成 

２５年 
平成 

２６年 
平成 

２７年 
平成 

２８年 
平成 

２９年 
平成 

３０年 
平成 

３１年 
令和 

２年 
令和 

３年 

令和 

４年 

全産業合計 

(死亡者数) 
２１ 

(２) 

１８ 

(０) 

９ 

(１) 

２２ 

(０) 

１６ 

(１) 

４１ 

(３) 

３０ 

(０) 

４３ 

(１) 

１２ 

(１) 

２８ 

(１) 

 製造業 ３ 

(１) 
５ ０ ８ １ １０ ８ ８ ３ ５ 

建設業 
７ ４ ３ ３ ２ 

８ 

(２) 
２ １２ 

２ 

（１） 

５ 

（１） 

警備業 
１ ０ 

１ 

(１) 
３ 

１ 

(１) 

６ 

(１) 
３ 

２ 

(１) 
０ ５ 

（注）令和４年は速報値（令和４年12月15日現在） 
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１ 職場における熱中症による死傷者数の推移(全国)（平成２４年～令和３年） 

 

 

 

 

２ 職場における熱中症による死傷者数の推移(兵庫県)（平成２５年～令和４年） 

 

 

（注）令和４年は速報値（令和５年１月13日現在） 
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報道関係者 各位 

 

～熱中症による労働災害の防止について～ 

 

 

 

 

 

「兵庫労働局における取り組み事項」 

◎ 令和４年３月８日に「令和４年 STOP！熱中症クールワークキャンペーン実施要綱を 

管内の災防団体(６)・関係団体(25)を通じて周知し、熱中症予防対策の徹底を要請し 

ました。 

◎ 兵庫労働局及び労働基準監督署（県下 11 署）において、各種セミナーや監督指導等 

のあらゆる機会を捉えて、事業者に啓発指導を行っています。 

 

 

 

 

※参考 

 

 

 

 

別添１ 「熱中症災害統計」 

別添２ 「STOP！熱中症クールワークキャンペーン（令和４年５月～９月）」 

別添３ 「令和４年 STOP！熱中症クールワークキャンペーン実施要綱」 

 

兵庫労働局発表 

令和４年５月 30 日 

[照会先]                                                           

兵庫労働局 労働基準部 健康課 

課 長 畑中 義春 

労働基準監督官 石田 達也 

（TEL）078－367－9153 

（FAX）078－367－9166 

Press Release 

職場における熱中症を予防するため、労働災害防止団体等と連携して令和４年５月１日

から令和４年９月 30 日まで（重点取組期間:令和４年７月） 

令和４年「STOP︕熱中症 クールワークキャンペーン」 
を実施します。 

『熱中症予防セミナー』 

～職場における熱中症の予防について～ 

主催：兵庫労働局 

    共催：兵庫労働基準連合会、兵庫産業保健総合支援センター 

    日時：令和４年６月 13 日(月) 10 時開始 

場所：兵庫労働基準連合会講習会場（神戸市中央区雲井通４－２－２） 

   ※取材を希望される場合は、６月 10 日（金）までに兵庫労働局健康課に 

ご連絡ください。 
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□ WBGT値の把握の
準備

JIS 規格「JIS B 7922」に適合したWBGT指数計
を準備しましょう。

□ 作業計画の策定な
ど

WBGT値に応じて、作業の中止、休憩時間の確保などが
できるよう余裕を持った作業計画をたてましょう。

□ 設備対策・休憩場
所の確保の検討

簡易な屋根の設置、通風または冷房設備や
ミストシャワーなどの設置により、WBGT値を
下げる方法を検討しましょう。
また、作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所や
日陰などの涼しい休憩場所を確保しましょう。

□ 服装などの検討 通気性の良い作業着を準備しておきましょう。身体を冷却
する機能をもつ服の着用も検討しましょう。

□ 教育研修の実施 熱中症の防止対策について、教育を行いましょう。

□ 労働衛生管理体制
の確立

衛生管理者などを中心に、事業場としての管理体制を整え、
必要なら熱中症予防管理者の選任も行いましょう。

□ 発症時・緊急時の
措置の確認と周知

体調不良時の休憩場所や状態の把握、悪化時に搬送する病院や
緊急時の対応について確認を行い、周知しましょう。

令和４年５月～９月

職場における熱中症により、毎年約20人が亡くなり、約600人が４日以上仕事を休ん
でいます。夏季を中心に「STOP︕熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、職
場での熱中症予防に取り組みましょう︕

【主唱】厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事
業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、一般社団法人全
国警備業協会 【協賛】公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会 【後援】関係省庁（予定）

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

確実に実施できているかを確認し、□にチェックを入れましょう︕

（R４.３）厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

― 熱中症予防対策の徹底を図ろう ―

STOP︕熱中症

５/１ ９/30
重点取組期間

●実施期間︓令和４年5月1日から9月30日まで（準備期間４月、重点取組期間７月）

準備期間
キャンペーン期間

準備期間（４月１日～４月30日）

迷わず救急車
を呼びましょ
う︕

事業場では、期間ごとの実施事項に重点的に取り組んでください。

労働災害防止キャラクター
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重点取組期間（７月１日～７月31日）

□WBGT値の把握
JIS 規格に適合したWBGT指数計でWBGT値を測りましょう。

準備期間中に検討した事項を確実に実施するとともに、
測定したWBGT値に応じて次の対策を取りましょう。

熱中症予防管理者等は、WBGT値を確認し、
巡視などにより、次の事項を確認しましょう。

STEP
1

STEP
2

□ 異常時の措置

・いったん作業を離れ、休憩
する

・病院へ運ぶ、または救急車
を呼ぶ

・病院へ運ぶまでは一人きり
にしない

STEP
3

□ WBGT値を下げるた
めの設備、休憩場所
の設置

準備期間に検討した設備、休憩場所を設置しましょう。
休憩場所には氷、冷たいおしぼり、
シャワー等や飲料水、塩飴などを設置しましょう。
準備期間に検討した通気性の良い服装なども着用
しましょう。□ 通気性の良い服装等

□ 作業時間の短縮 WBGT値が高いときは、単独作業を控え、WBGT値に
応じて作業の中止、こまめに休憩をとるなどの工夫をしましょう。

□ 暑熱順化 暑さに慣れるまでの間は十分に休憩を取り、１週間程度かけて徐々に身体を
慣らしましょう。特に、入職直後や夏季休暇明けの方は注意が必要です︕

□ 水分・塩分の摂取 のどが渇いていなくても定期的に水分・塩分を取りましょう。

□ プレクーリング 休憩時間にも体温を下げる工夫をしましょう。

□ 健康診断結果に
基づく措置

①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、
⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、
⑧下痢などがあると熱中症にかかりやすくなります。
医師の意見をきいて人員配置を行いましょう。

□ 日常の健康管理
など

前日はお酒の飲みすぎず、よく休みましょう。また、当日は
朝食をしっかり取るようにしましょう。
熱中症の具体的症状について理解し、熱中症に早く気付くこと
ができるようにしましょう。

□ 作業中の作業者の健
康状態の確認

管理者はもちろん、作業員同士お互いの健康状態をよく確認
しましょう。特に、入職直後や夏季休暇明けの作業員に気を
配りましょう。

キャンペーン期間（５月１日～９月30日）

□ 実施した対策の効果を再確認し、必要に応じ追加対策を行いましょう。
□ 特に梅雨明け直後は、WBGT値に応じて、作業の中断、短縮、休憩時間の確保を徹底しましょう。
□ 水分、塩分を積極的に取りましょう。
□ 各自が、睡眠不足、体調不良、前日の飲みすぎに注意し、当日の朝食はきちんと取りましょう。
□ 期間中は熱中症のリスクが高まっていることを含め、重点的に教育を行いましょう。
□ 休憩中の状態の変化にも注意し、少しでも異常を認めたときは、ためらうことなく

病院に搬送しましょう。

WBGT指数計の例

□ WBGT値の低減対策は実施されているか

□ WBGT値に応じた作業計画となっているか

□ 各作業者の体調や暑熱順化の状況に問題はないか

□ 各作業者は水分や塩分をきちんと取っているか

□ 作業の中止や中断をさせなくてよいか

～少しでも異変を感じたら～
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ＮＨＫ神戸（令和４年６月 13 日(月)） 
Ｌｉｖｅ Ｌｏｖｅ ひょうご（18︓30～19:00） 
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サンテレビ（令和４年６月 13 日(月)） 
サンテレビニュース（15:00～15:04） 
ＮＥＷＳ×情報キャッチ＋（17:00～17:55） 
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令和４年度 全国労働衛生週間の実施について 
（本週間︓１０月１日から１０月７日まで） 
（準備期間︓９月１日から９月３０日まで） 

［スローガン］あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場 
 

全国労働衛生週間は、昭和 25 年の第１回実施以来、今年で第 73 回目を迎えます。 

全国労働衛生週間は、職場の労働衛生に関する意識を高め、自主的な管理を促すことを目的

としています。 

 

  

 

近年は、雇用の延長が進んでいることもあり、労働者の高齢化、働き方の多様化を含め、様々

な状況の中で活用できる仕組みがクローズアップされています。 

兵庫労働局では、病気を抱える労働者が治療をしながら仕事ができる環境を整備するため、

平成２９年度に県内の地方自治体、医療機関、関係団体等を構成員とする「兵庫県地域両立支

援推進チーム」を設置し、多方面から関係者のサポートを行っています。 

この度、さらなる取組の推進を図るため、治療と仕事の両立支援の実現に向け、令和４年度

を初年度とするアクションプラン（５か年計画）を策定し、新たな計画に基づくキックオフ会

議を開催いたします。 

 

          

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Press Release 兵庫労働局 

 [ 照 会 先 ] 

 兵庫労働局労働基準部健康課 

  課   長  畑中義春 

  健 康 主 任  濵田祐輔 

  TEL  （078）367-9153 

    FAX  （078）367-9166 

厚生労働省 

報 道 関 係 者  各 位 

兵 庫 労 働 局 発 表 

令 和 ４ 年 ８ 月 2 9 日 

◆開催日：10 月５日（水） 

◆時刻 ：14 時 00 分から 15 時 45 分まで 

◆場所 ：兵庫労働局 15 階第１共用会議室 

◆構成員：県内の地方自治体、医療機関、関係団体等 

◆アクションプランの取組ポイント 

・５か年計画の進捗及び評価 

・専門分科会の設置と運営 

・構成員間の情報共有と連携スキームの確立 

※取材を希望される場合は、９月 29 日（木）までに兵庫労働局健康課にご連絡くださ

い。また、会議当日は、13 時 45 分までに会場にお越しください。 

１ 両立支援推進チーム アクションプラン・キックオフ︕ 

＜兵庫労働局の主な取組＞ 
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兵庫労働局は、毎年９月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置づけ、健康診断の実施、

有所見者に対する医師の意見聴取、医療保険者への健康診断結果の提供等について、重点的に

周知啓発します。 

 

 

兵庫労働局は、毎年９月を「粉じん障害総合防止対策推進強化月間」と位置づけ、局所排気

装置の適切な稼働、有効な呼吸用保護具の使用、じん肺健康診断の実施等、職場における粉じ

ん障害防止対策の徹底を図ります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜別添資料＞ 
１ リーフレット「第 73 回全国労働衛生週間」 

 

２ 令和４年度全国労働衛生週間実施要綱 

 

３ 兵庫県地域両立支援推進チーム構成員名簿 

 

４ リーフレット「治療と仕事の両立支援とは」 

 

５ リーフレット「治療と仕事の両立について相談できます！（事業者用）」 

 

６ リーフレット「治療と仕事の両立について相談できます！（労働者用）」 

 

７ リーフレット「職場の健康診断実施強化月間」 

 

８ リーフレット「労働安全衛生法に基づく歯科医師による健康診断を実施しましょう」 

 

９ リーフレット「粉じん障害防止総合対策推進強化月間！」 

 

２ 健康診断実施強化月間（９月） 

３ 粉じん障害防止総合対策推進強化月間（９月） 

兵庫労働局は、上記取組について、管内の災防団体（14）を通じ周知を図るとともに、

県内の自治体（61）に対して、広報誌やホームページへの掲載について要請しています。 

また、労働基準監督署（県下 11 署）において、監督指導等のあらゆる機会を捉えて、

事業者に啓発指導を行うこととしています。 
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両立支援推進チーム アクションプラン
キック・オフ！

◇兵庫県地域両立支援推進チーム
近年は、雇用の延長が進んでいることもあり、労働者の高齢化、働き方の多様化

を含め、様々な状況の中で活用できる仕組みがクローズアップされています。
兵庫労働局では、病気を抱える労働者が治療をしながら仕事ができる環境を整備

するため、平成29年度に県内の地方自治体、医療機関、関係団体等を構成員とする
「兵庫県地域両立支援推進チーム」（以下「推進チーム」といいます。）を設置し、
多方面から関係者のサポートを行っています。

◇アクションプラン︕（５か年計画）
治療と仕事の両立支援の実現に向け、推進チームの活動をより積極的に展開さ

せるため、推進チームの設置期間を令和８年度まで延長し、令和４年度を初年度
とするアクションプラン︕（５か年計画）を策定しました。

◇アクションプラン取組のポイント
👉５か年計画の進捗及び評価
👉専門分科会の設置と運営
👉構成員間の情報共有と連携スキームの確立

◇両立支援推進チーム会議
本年度は、新たな計画に基づくキック・オ

フ会議を開催し、推進チーム内にワーキング
グループとして、３つの作業部会（好事例集
作成部会、イベント・セミナー作業部会、相
談支援機関分科会）を設置し、今後、事例集
の作成、イベント・セミナーの開催、各相談
支援機関との連携スキームを確立し、働き方
改革実行計画に基づく「事業場における治療
と仕事の両立支援のためのガイドライン」の
周知を図るとともに、推進チームの取組を展
開することにより、地域における両立支援の
促進を図ることを意思統一しました。
また、当日は、報道機関に対して、本会議

を公開したところ、神戸新聞社からの取材を
受けています。

◆開催日︓10月５日（水）
◆時刻 ︓14時00分～15時45分
◆場所 ︓兵庫労働局15階第１共用会議室

イメージキャラクター

“ちりょうさ”

兵庫労働局労働基準部 健康課

木下労働基準部長の挨拶

キック・オフ会議の様子
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労働安全衛生法の新たな化学物質規制
―自律的な化学物質管理へ！―

労働安全衛生法に基づくラベル表示、安全データシート（SDS）等による通知とリスクア
セスメント実施義務の対象となる物質（リスクアセスメント対象物）に、国によるGHS分
類で危険性・有害性が確認された全ての物質を順次追加していきます。 （令6.4.1施行）

ラベル表示・SDS等による通知の義務対象物質の追加

リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務

・各労働基準監督署

リスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置
（１）リスクアセスメント対象物にばく露される程度を、①代替物等を使用する、②密閉設
備、局所排気装置又は全体換気装置を設置し稼働する、③作業方法を改善する、④有効な呼
吸用保護具を使用する等により最小限度にしなければなりません。 （令5.4.1施行）
（２）リスクアセスメント対象物のうち、厚生労働大臣が定める物質（濃度基準値設定物
質）は、ばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準（濃度基準値）以下としな
ければなりません。 （令6.4.1施行）

皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止

健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質を製造し、又は取り扱う業務に従事
する労働者には、保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋、又は履物等適切な保護具を使用
させなければなりません。

努力義務
（令5.4.1施行）

義務
（令6.4.1施行）

健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以
外の物質は努力義務です。 （令5.4.1施行）
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衛生委員会の付議事項が追加されます。 （令6.4.1施行、令5.4.1一部施行）
がん等の遅発性疾病を把握したときは、医師の意見を聴き、業務に起因する場合（疑い

を含む。）は、労働局長への報告が必要になります。 （令5.4.1施行）
リスクアセスメント結果等を記録し保存しなければなりません。 （令5.4.1施行）
災害発生事業場に対し監督署長が改善の指示を行うことができます。 （令6.4.1施行）
リスクアセスメント結果に基づき、必要があると認めるときは、必要な項目について健

康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければなりません。 （令6.4.1施行）

化学物質の自律的な管理のための実施体制の確立

👉化学物質管理者の選任義務
リスクアセスメント対象物を製造、取
扱い、又は譲渡提供する事業場は、化
学物質管理者を選任しなければなりま
せん。 (令6.4.1施行)

👉雇い入れ時教育の拡充
化学物質を製造、取り扱う事
業場は、雇い入れ時教育にお
いて、化学物質に関する必要
な教育を行わなければなりま
せん。 （令6.4.1施行）

👉保護具着用管理責任者の選任義務
リスクアセスメントに基づく措置として、
労働者に保護具を使用させる事業場は、
保護具着用管理責任者を選任しなければ
なりません。 （令6.4.1施行）

化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達強化
SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認と更新
SDSの通知事項である「人体に及ぼす作用」を、定期的に確認し、変更があるときは更

新の上、通知先に変更内容を通知しなければなりません。 （令5.4.1施行）

こちらも
ご覧ください

●厚生労働省ホームページ

化学物質管理体系の見直し

作業環境測定結果が第３管理区分の事業場に対する措置の強化

当該作業場所の作業環境の改善可否と、改善
できる場合の改善方策について、外部の作業環境
管理専門家の意見を聴かなければなりません。意
見聴取の結果、当該場所の作業環境の改善が可能
な場合、必要な改善措置を講じ、その効果を確認
するための濃度測定を行い、結果を評価しなけれ
ばなりません。 （令6.4.1施行）

👉職長教育の業種拡大
職長教育の対象業種に、食
料品製造業及び新聞業、出
版業、製本業、印刷物加工
業が追加されます。

(令5.4.1施行)

改善の可否を
作業環境管理専門
家に意見聴取

改善措置の実施

第３管理区分
（改善できず）

呼吸用保護具による
ばく露防止対策の徹底

改善可能と判断

改善措置効果確認

第３管理区分
（改善できず）改善困難と判断

職場の化学物質管理 検 索

SDS等による通知事項の追加と含有量表示の適正化
SDSの通知事項として「 （譲渡提供時に）想定される用途及び当該用途における使用上

の注意」が追加され、含有量は重量パーセントの記載が必要となります。（令6.4.1施行）
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改正特化則（保護具フィットテスト）及び
新たな化学物質規制に係る説明会

参 加
無 料

〈主催〉 兵庫労働局労働基準部健康課 ☎ 078-367-9153
神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー16F

アーク溶接等で発生する溶接ヒュームは、神経機能障害等のリスクがあることが判明したため、
特定化学物質障害予防規則が改正され、令和３年４月１日から順次施行されています。
今般、アーク溶接作業がある事業場向けに令和５年４月１日から義務化される保護具のフィッ
トテスト説明会を開催します。

〈新型コロナウイルス感染拡大防止対策〉
★会場
□空調換気 □ｱﾙｺｰﾙ消毒液

★参加者へのお願い
□ﾏｽｸ着用 □ｱﾙｺｰﾙ消毒 □ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ □発熱・体調不良での参加× □大声での会話×

個人ばく露測定

呼吸用保護具選択

特殊健康診断

作業主任者選任フィットテスト

アーク溶接

新 た な 対 策

説 明 会

１回 令和４年１２月８日（木）
１４：００～１６：４５

尼崎市昭和通２－７－１６
アルカイックホール（尼崎市総合文化セン
ター）第２会議室

定員
80人

２回 令和４年１２月９日（金）
１４：００～１６：４５

姫路市神屋町１４３－２
アクリエひめじ（姫路市文化コンベンション
センター）407会議室

定員
80人

３回 令和４年１２月２０日（火）
１４：００～１６：４５

神戸市中央区東川崎町１－１－３
神戸クリスタルタワー３階 クリスタルホール

定員
80人

※ 開場：開始３０分前

〈講 師〉◎衛生管理士（中央労働災害防止協会） ◎保護具アドバイザー（興研株式会社）
〈内 容〉 新たな化学物質管理規制 保護具の選択・装着方法、フィットテストの実演
〈対 象〉 兵庫県内のアーク溶接等作業を行う事業場
〈申 込〉 下記受付サイトからWebのみにて申込み受付（定員になり次第締切）

https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/

労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト 検索

1回 2回 3回
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保護具フィットテスト実演に係る説明会を
開催しました！

◇兵庫県内の３会場で説明会を開催︕
兵庫労働局（局長鈴木一光）は、中央労働災害防止協会近畿安全衛生サー

ビスセンター（以下「中災防」という。）と管轄労働基準監督署との共催に
より「改正特化則（保護具フィットテスト）及び新たな化学物質規制に係る
説明会」を兵庫県内の３会場で開催しました。
また、フィットテスト実演の講師として、保護具メーカーの興研株式

会社と測定機器メーカーの柴田科学株式会社にご協力いただきました。

◇溶接ヒュームに係る法改正(R5.4～保護具フィットテスト義務化)
👉 アーク溶接等で発生する溶接ヒュームは、神経機能障害等のリスクがあることが判明した
ため、特定化学物質障害予防規則が改正され、令和３年４月１日から順次施行されています。
令和５年４月１日から保護具フィットテストが義務化されることから、アーク溶接作業を
行う事業場向けに、保護具アドバイザーから実演を交えて説明していただきました。

◇新たな化学物質規制（自律的な管理）
👉 中災防の大柴衛生管理士、柏衛生管理士から新た
な化学物質規制に係る法改正事項及び実施すべき事
項についてDVD等を用いて説明いただきました。

◇保護具フィットテスト及び新たな化学物質
規制に係る説明会
◆開催日︓12月8（木）

inアルカイックホール(尼崎)
12月9（金）
inアクリエ姫路(姫路)
12月20日（水）
inクリスタルホール(神戸)

◆時 刻︓13時00分～16時45分

兵庫労働局労働基準部 健康課

説明会の様子（クリスタルホール）

定性的フィットテスト実演の様子

新たな化学物質
規制については、
厚生労働省ホー
ムページで確認
しよう︕

定量的フィットテスト実演の様子

●厚生
労働省
ホーム
ページ
↓↓↓
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粉じん障害の防止については、
昭和56年以降、８次にわたって粉
じん障害防止総合対策を取り組ん
でおり、当局管内における、じん
肺新規有所見者数は大幅に減少し
ていますが、依然として新規有所
見者は発生しています。
兵庫労働局においては、引き続
き、「兵庫労働局第９次粉じん障
害防止総合対策５か年計画」（平
成30年度から令和４年度）を策定
し、「粉じん障害を防止するため
事業者が重点的に講ずべき措置」
を示すとともに、９月を「粉じん
障害防止総合対策推進強化月間」
と定め、粉じん障害防止対策のよ
り一層の徹底を図っています。

粉じん障害防止総合対策推進強化月間︕
実施期間 令和４年９月１日～９月30日

兵庫労働局 健康課

趣旨

◆ じん肺健診の
◆ 離職後

◆ 屋外における岩石・鉱物
の研磨作業又はばり取り作
業及び屋外における鉱物等
の破砕作業の粉じん対策
◆ ずい道等建設工事におけ
る粉じん対策
◆ 呼吸用保護具の使用徹底
及び適正な使用
◆ アーク溶接作業、金属等
の研磨作業における粉じん
対策
◆ じん肺健診の着実な実施
◆ 離職後の健康管理の推進

重点事項

『粉じん障害防止対策に関する意識高揚と
自主的な粉じん障害防止対策のとりくみを︕』

1 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外に
おける鉱物等の破砕作業
◆ 呼吸用保護具使用の徹底とその要旨を掲示
◆ 粉じん障害防止総合対策推進強化月間及び粉じん対策の日を活
用した普及啓発等

◆ 衛生委員会における調査、審議、周知徹底
２ ずい道等建設工事
◆ ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに
基づく対策の徹底

◆ 元方事業者は、粉じん対策に係る計画の調整、教育に対する指
導援助、清掃作業日の統一、関係請負人に対する技術上の指導等
の実施

兵庫労働局・各労働基準監督署
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令和４年度全国労働衛生週間スローガン
「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」

３ 呼吸用保護具の使用徹底、適正な使用
◆ 保護具着用管理責任者の選任、呼吸用保護具の適正な選択、使
用及び保守管理の推進

◆ 電動ファン付き呼吸用保護具の使用
４ アーク溶接作業
◆ 呼吸保護具の着用の徹底及び適正な着用
◆ 健康管理対策の推進、健康管理教育の徹底

５ 金属等の研磨作業
◆ 特定粉じん発生源に対する措置の徹底
◆ 局排等の適正な稼働並びに検査、点検の実施
◆ 作業環境測定、特別教育、呼吸用保護具の着用、たい積粉じん
対策、健康管理対策の推進

６ じん肺健康診断
◆ じん肺健康診断の実施の徹底及びじん肺有所見者に対する健康
管理教育等の推進

７ 離職後の健康管理
◆ じん肺管理区分が管理２又は３の離職予定者に対する健康管理
手帳交付申請方法等の周知
重 点 事 項 関 係 団 体 事 業 場

基本的事項

★会員事業場に対する「講ずべき措
置」等の周知、粉じん作業に係る自
主点検の実施の援助

★講習会・セミナーの開催
★月間中のパトロール実施

★取組の自主点検の実施
★「粉じん対策の日」の設定
★じん肺健診の実施
★労働衛生教育の実施

屋外における岩石・鉱物
の研磨作業又はばり取り
作業及び屋外における鉱
物等の破砕作業

★平成26年７月及び平成29年６月施
行の改正粉じん則に基づく措置（有
効な呼吸用保護具の使用）の周知

★有効な呼吸用保護具使用の徹底
★有効な呼吸用保護具を使用する必要がある
こと等要旨を記載したものを作業場の見や
すい場所へ掲示

ずい道等建設工事

★「ずい道建設工事における粉じん対
策に関するガイドライン」及び「新
版ずい道等建設工事における換気技
術指針」の周知

★特別教育の受講勧奨

★「ガイドライン」に基づく対策の徹底
★粉じん発生源措置、換気装置による換気及
び粉じん濃度測定等の実施
★呼吸用保護具の使用（動力掘削、動力積み
込み及びコンクリート吹付作業等は電動
ファン付呼吸用保護具に限る）

呼吸用保護具の使用の徹
底等

★電動ファン付き呼吸用保護具の使用
勧奨

★保護具着用管理責任者の選任
★じん肺管理区分が管理２又は管理３イであ
る労働者の粉じんばく露低減措置の一つと
して、電動ファン付き呼吸用保護具の使用

アーク溶接作業、金属等
の研磨作業

★屋外でアーク溶接する作業等が呼吸
用保護具の使用対象になっているこ
との周知

★局所排気装置等による作業環境の改善
★呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用
の推進

★特別教育の徹底
★たい積粉じん対策の推進

離職後の健康管理
★健康管理手帳制度の周知 ★管理２または管理３の離職予定者への健康

管理手帳申請方法の周知
★合併症予防の観点から禁煙の働きかけ
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第14次労働災害防止計画（案）
労働衛生関係

令和 5年 2月 6日

兵 庫 労 働 局

（アウトプット指標とアウトカム指標）
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第14次労働災害防止計画（案）
１ 第14次労働災害防止計画の重点事項（労働衛生関係）

（１） 計画の重点事項の取組の成果として、労働
者の協力のもと、事業者において実施される
事項をアウトプット指標として定め、国はそ
の達成を目指し、本計画の進捗状況の把握の
ための指標として取り扱い、事業者がアウト
プット指標に定める事項を実施した結果とし
て期待される事項をアウトカム指標として定
め、計画に定める実施事項の効果検証を行う
ための指標として取り扱う。

（２） アウトカム指標に掲げる数値は、計画策定
時において一定の仮定、推定及び期待のもと、
試算により算出した目安であり、計画期間中
は従来のように単にその数値の達成状況のみ
の数値比較をして評価するのではなく、当該
仮定、推定及び期待が正しいかも含め、アウ
トプット指標として掲げる事業者の取組がア
ウトカムに繋がっているかどうかを検証する。

２ アウトプット指標とアウトカム指標

（１） 労働者の作業行動に起因する労働災害防止
対策の推進

（２） 労働者の健康確保対策の推進
① メンタルヘルス対策
② 過重労働対策
③ 産業保健活動の推進

（３） 化学物質等による健康障害防止対策の推進
① 化学物質による健康障害防止対策
② 石綿、粉じんによる健康障害防止対策
③ 熱中症、騒音による健康障害防止対策
④ 電離放射線による健康障害防止対策



アウトプット指標 主な取組事項 アウトカム指標
１ 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
介護・看護作業において、ノーリフ

トケアを導入している事業場の割合を
2023年と比較して2027年までに増加
させる。

（１）職場における腰痛予防対策指針
に基づく作業態様に応じた腰痛予防対
策の推進
（２）福祉用具（機器）の導入による
省力化の促進

増加が見込まれる社会福祉施設にお
ける腰痛の死傷年千人率を2022年と
比較して2027年までに減少させる。

２ 労働者の健康確保対策の推進
（１）企業における年次有給休暇の取
得率を2025年までに70％以上とする。
（２）勤務間インターバル制度を導入
している企業の割合を2025年までに
15％以上とする。

（１）年次有給休暇について、集中的
な広報による取得促進
（２）助成金、働き方・休み方改善コ
ンサルタントの活用、好事例・運用マ
ニュアルの周知

週労働時間40時間以上である雇用者
のうち、週労働時間60時間以上の雇用
者の割合を2025年までに５％以下と
する。

（３）メンタルヘルス対策（50人以
上）に取り組む事業者の割合を2027
年までに100％を目指す。
（４）50人未満の小規模事業場におけ
るストレスチェック実施の割合を
2027年までに50％以上とする。

（１）労働者の心の健康の保持増進の
ための指針（メンタルヘルス指針）に
基づく対策の推進
（２）ストレスチェック制度の履行確
保とストレスチェック結果に基づく集
団分析を活用した職場環境改善の促進

自分の仕事や職業生活に関すること
で強い不安、悩み、ストレスがあると
する労働者の割合を2027年までに
50％未満とする。

（５）必要な産業保健サービスを提供
している事業場の割合を2027年まで
に80％以上とする

（１）産業保健総合支援センター及び
地域産業保健センターを通じた産業保
健活動の支援
（２）兵庫県地域両立支援推進チーム
の活動を通じ、事業場における治療と
仕事の両立支援のためのガイドライ
ン」の周知啓発を強化

労働者の健康障害全般の予防につな
がり、健康診断有所見率等が改善する
ことを期待する。（指標は立てず）



アウトプット指標 主な取組事項 アウトカム指標
３ 化学物質等による健康障害防止対策の推進
（１）労働安全衛生法第57条及び第
57条の２に基づくラベル表示・ＳＤＳ
の交付の義務対象となっていないが、
危険性有害性が把握されている化学物
質について、ラベル表示、ＳＤＳの交
付を行っている事業場の割合を2027
年までにそれぞれ80％以上とする。
（２）労働安全衛生法第57条の３に基
づくリスクアセスメントの実施の義務
対象となっていないが、危険性又は有
害性が把握されている化学物質につい
て、リスクアセスメントを行っている
事業場の割合を2027年までに80％以
上とするとともに、リスクアセスメン
ト結果に基づいて、労働者の危険又は
健康障害を防止するため必要な措置を
実施している事業場の割合を2027年
までに80％以上とする。

（１）労働安全衛生規則等の改正によ
る「新たな化学物質規制」の円滑な施
行に向けた周知徹底
（２）化学物質に関するラベル表示、
安全データシート（ＳＤＳ）交付の徹
底と化学物質に係るリスクアセスメン
トの実施等、「ラベルでアクション」
プロジェクトの推進
（３）厚生労働省委託事業を通じた化
学物質管理に係る相談窓口、訪問指導、
リスクアセスメント等の支援

化学物質の性状に関連の強い死傷災
害（有害物等との接触、爆発、火災に
よるもの）の件数を2018年から2022
年までの５年間と比較して、2023年
から2027年までの５年間で、５％以
上減少させる。

（３）熱中症災害防止のために暑さ指
数を把握している事業場の割合を
2023年と比較して2027年までに増加
させる。

（１）職場における熱中症予防基本対
策要綱の周知及びSTOP︕熱中症クー
ルワークキャンペーンの推進
（２）熱中症予防対策の実施を促進す
るために、暑さ指数計や熱中症予防に
効果的な機器・用品の普及促進

増加が見込まれる熱中症による死亡
者数の増加率※を第13次労働災害防止
計画期間と比較して減少させる。
※当期計画期間中の総数を前期の同計
画期間中の総数で除したもの

※上記のアウトプット指標及びアウトカム指標の数値目標は仮案・精査中、今後見直すこともあり得えます。



令和４年化学物質災害発生状況
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目標設定について
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13次防︓休業166人、死亡3人 ＜目標値＞
１４次防期
間の死傷者
数を157人
以下とする
（５％以上
減少）
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（注）令和４年は、速報値を示す。

＜目標値＞
１４次防期
間の死亡者
数を５人以
下とする

目標値は、
死傷年千人
率とする
（図４） ＜目標値＞

腰痛の死傷年千人率を令
和４年と比較して令和９
年までに減少させる


